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羽島市農業委員会 
 



１．開催日時 令和４年３月８日（火）午後１時３０分～午後２時１０分 

 

２．開催場所 羽島市役所本庁舎３階 ３０１・３０２会議室 

 

３．出席農業委員（１６名） 

１番 西川 ひとみ   ２番 田中 敏信    ３番 伊藤 克巳 

４番 石原 晃     ５番 大井 幸男   ６番 花村 直良 

７番 森川 朝子    ８番 加藤 正     ９番 時田 昌子 

  １０番 山田 倉造    １１番 浅野 喜代子  １２番 服部 春彦 

１３番 佐藤 文恵   １４番 宮田 圭   １５番 大曽根 佳明 

１６番 岩田  悟 

   

４．欠席委員(０名) 

     

５．議事日程 

第１  議事録署名者の指名について 

第２  議案第１２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

第３  議案第１３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見に 

           ついて 

第４  議案第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見に 

ついて 

第５  議案第１５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

第６  議案第１６号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決 

定について 

第７  報告第 ７号 農地法第３条の３の規定による届出報告について 

第８  報告第 ８号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出報告 

           について 

第９  報告第 ９号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出報告 

について 

           

６．農業委員会事務局職員及び関係職員 

理事（兼）産業振興部長 永田 久男    農政課長 安田 裕治 

農政課主幹 山田 哲生      

事務局長 柴田 泰宏   局長補佐 横山 健司    

 

 



７．会議の概要 

 

○事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議  長 

本日の出席委員は１６名全員で、在任する委員の過半数に達してい

るため総会が成立していることを報告する。 

また、令和４年第１回の総会において継続審議とされ、その後、申

請者からの申し出により申請が取り下げられた議案第１号番号１番に

ついて、○○○○の代理人弁護士より、令和４年２月２８日付けで当

該許可申請に係る申入書の提出があった旨、関係資料を配布し報告す

る。 

続いて、配布資料の確認を行い、羽島市農業委員会会議規則第４条

第１項（議長の権限）の規定に基づき、会長に議事進行をお願いする。 

 

委員各位に委員会への出席のお礼を述べ、第３回羽島市農業委員会

の開会を宣言する。 

 

第１ 議事録署名者の指名について 

 

○議  長    本日の議事録署名者を指名にて決定する旨を告げ、１４番委員及

び１５番委員を指名する。 

 
 
 

 

第２ 議案第１２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

 

○議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

○局長補佐 

 

 

『議案第１２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請につい

て』の内、番号７番を上程するが、議席番号○○番委員に関係する事

項があるため、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定に基

づく議事参与の制限により、当該議案の審議終了まで退席を命じる。 

 

（○○番委員退室） 

 

「それでは、事務局に説明を求めます。」 

 

「番号７番は農地の売買であり、申請地は、合計面積６，０６３㎡、

農業振興地域内農用地区域外の農地が１筆、農業振興地域内農用地区

域内の農地が７筆の合計８筆です。 



 

 

 

 

 

 

○議  長 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

 

 

 

 

 

○局長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

譲受人は経営面積が５，１６１．４アールあり、羽島市の定める別

段の面積４０アールを満たしております。また、申請地は全て自宅か

ら約７００ｍ以内の場所にあり、営農に特に支障はないものと考えま

す。その他、農地法第３条の不許可要件には該当せず、許可要件の全

てを満たしていると考えます。事務局からの説明は以上です。」 

 

 「ただいまの説明について、何かご質問等はございませんか。」 

 

（質問、意見なし） 

 

「ご発言も無いようですので、 採決いたします。議案第１２号の内、

番号７番について、許可決定することに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。」 

 

（挙手、多数） 

 

「賛成が多数ですので、議案第１２号の内、番号７番について、許

可決定いたします。ここで、○○番委員の除斥を解きます。」 

 

（○○番委員入室） 

 

 続いて、議案第１２号の内、番号８番及び９番を上程し、事務局に

説明を求める。 

 

 「番号８番は農地の売買であり、申請地は、合計面積３，３８７㎡

の３筆、全て農業振興地域内農用地区域内の農地です。 

譲受人は経営面積が１１１．８アールあり、羽島市の定める別段の

面積４０アールを満たしております。また、申請地は全て自宅から約

７．５ｋｍ以内の場所にあり、営農に特に支障はないものと考えます。

その他、農地法第３条の不許可要件には該当せず、許可要件の全てを

満たしていると考えます。 

続いて、番号９番は農地の売買であり、申請地は、面積２，０３１

㎡の３筆、全て農業振興地域内農用地区域外の農地です。 

譲受人は経営面積が４９．６アールあり、羽島市の定める別段の面

積４０アールを満たしております。また、申請地は全て自宅から約１

５０ｍ以内の場所にあり、営農に特に支障はないものと考えます。そ



 

 

 

 

○議  長 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

の他、農地法第３条の不許可要件には該当せず、許可要件の全てを満

たしていると考えます。 

以上２件について、ご審議をお願いいたします。」 

 

「ただいまの説明について、何かご質問等はございませんか。」 

 

（質問、意見なし） 

 

「ご発言も無いようですので、 採決いたします。議案第１２号の内、

番号８番及び９番について、許可決定することに賛成の方は、挙手を

お願いします。」 

 

（挙手、多数） 

 

「賛成が多数ですので、議案第１２号の内、番号８番及び９番につ

いて、許可決定いたします。」 

 
 
 

 

第３ 議案第１３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て 

 
 

○議  長 

 

 

 

 

○局長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

『議案第１３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対す

る意見について』を上程し、事務局に説明を求める。 

 

「それでは、事務局に説明を求めます。」 

 

 「番号２番について、転用事業者は申請地を農業用倉庫及び駐車場

として使用したいとの申請です。 

申請地は、概ね１０ヘクタール以上の規模の一段の農地の区域にあ

るため第１種農地となり、原則不許可となりますが、農地法施行令第

４条第１項第２号イ、『農業用施設として利用する場合』の規定を適用

して許可相当となるものです。 

申請地は既に造成されており、農業用倉庫及び駐車場として使用さ

れているため、追認での許可となります。 

申請地の北側及び西側は宅地、南側は道路、東側は畑及び雑種地と



 

 

 

○議  長 

 

○委  員 

 

 

○事務局長 

 

 

○議  長 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

なっており、周囲の営農に支障のない状態となっています。 

以上１件について、ご審議をお願いします。」 

 

「ただいまの説明について、何かご質問等はございませんか。」 

  

 「申請者は申請地から少し離れた所に在るアパートに住んでいるよ

うですが、実際に農業を経営されているのですか。」 

 

 「住居はアパートですが、農業は経営されており、農作業に必要な

農業用倉庫及び駐車場として実際に利用されております。」 

 

 「他にご質問等はございませんか。」 

 

（質問、意見なし）  

 

「ご発言も無いようですので、 採決いたします。議案第１３号につ

いて許可相当として意見を決定することに賛成の方は、挙手をお願い

します。」 

 

（挙手、多数） 

 

「賛成が多数ですので、議案第１３号については、許可相当として

意見を決定いたします。」 

 
 
 

 

第４ 議案第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい 

          て 

 
 

○議  長 

 

 

 

 

○局長補佐 

 

『議案第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対す

る意見について』を上程し、事務局に説明を求める。 

 

「それでは、事務局に説明を求めます。」 

 

 「番号５番について、転用事業者は申請地の南側において金属板金

加工の事業を営んでおり、申請地を取得して不足する従業員駐車場と



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議  長 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

して使用したいとの申請です。 

 申請地は、農業振興地域内農用地区域に指定されておりましたが、

令和３年５月１２日に除外の手続きが完了しております。なお、分筆

の形状が当初の予定と異なっておりますが、担当課であります農政課

と協議し問題ないことを確認済みであります。 

申請地は、概ね１０ヘクタール以上の規模の一段の農地の区域にあ

るため第１種農地となり、原則不許可となりますが、農地法施行規則

第３５条第５号、『既存の施設の拡張』の規定を適用して許可相当とな

るものです。 

申請地の北側は田、東側は道路、南側は宅地、西側は水路となって

おり、周囲の営農に支障のないようにします。 

続いて、番号６番について、転用事業者は共同で申請地を取得して、

建設業資材置場として使用したいとの申請です。 

申請地は、住宅が連たんする区域に近接するため第２種農地に分類

され、農地法第５条第２項第２号、『申請に係る農地等に代えて周辺の

他の土地を供することにより、当該申請に係る事業の目的を達成でき

ない場合』の規定を適用して許可相当となるものです。 

申請地の北側は水路、南側は道路、東側は雑種地、西側は水路とな

っています。周囲にはコンクリートブロックを設置し、周囲の営農に

支障のないようにします。 

続いて、番号７番について、転用事業者は申請地を借りて建設業資

材置場及び駐車場として令和１０年８月末まで使用したいとの申請で

す。 

申請地は、四方が道路や宅地に囲まれた宅地が連たんしている区域

にあるため、原則転用可能な第３種農地に分類されます。 

申請地の北側、西側及び南側は道路、東側は宅地となっており周囲

には囲いを設け周囲の営農に支障のないようにします。 

以上３件について、ご審議をお願いします。」 

 

「ただいまの説明について、何かご質問等はございませんか。」 

 

（質問、意見なし）  

 

「ご発言も無いようですので、 採決いたします。議案第１４号につ

いて許可相当として意見を決定することに賛成の方は、挙手をお願い

します。」 



 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

 

（挙手、多数） 

 

「賛成が多数ですので、議案第１４号については、許可相当として

意見を決定いたします。」 

 
 
 

 

第５ 議案第１５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

 
 

○議  長 

 

 

○局長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議  長 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

『議案第１５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願につい

て』を上程し、事務局に説明を求める。 

 

「番号３番については、申請者は、母親が亡くなり、相続税の納税

猶予を申請するため、適格者証明願を申請されたものです。 

 申請地は、市街化区域内の農地１筆で、面積は６５４㎡であり、現

地を確認したところ、適正に管理がされております。 

 次に、番号４番についてですが、被相続人は、父親が亡くなり、

相続税の納税猶予を申請するため、適格者証明願を申請されたもので

す。 

 申請地は、市街化調整区域内の農地２筆で、面積は合計で５，４６

３㎡であります。現地を確認したところ、適正に管理がされておりま

す。 

以上２件について、ご審議をお願いします。」 

 

 「ただいまの説明について、何かご質問等はございませんか。」 

 

（質問、意見なし） 

 

「ご発言も無いようですので、 採決いたします。議案第３号につい

て証明することに賛成の方は、挙手をお願いします。」 

 

（挙手、多数） 

 

「賛成が多数ですので、議案第１５号については、証明することと

いたします。」 



 

 
 

 

第６ 議案第１６号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定に 

ついて 

 
 

○議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議  長 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

『議案第１６号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積

計画の決定について』の内、番号４６番から６０番、６８番、７３番、

２７８番から２８０番及び３８５番を上程するが、議席番号○○番委

員、○○番委員及び○○番委員に関係する事項があるため、農業委員

会等に関する法律第３１条第１項の規定に基づく議事参与の制限によ

り、当該議案の審議終了まで退席を命じる。 

 

（○○番委員、○○番委員及び○○番委員退室） 

 

「それでは、事務局に説明を求めます。」 

 

「番号４６番から６０番は、○○○○が５１，３３３㎡について、

利用権設定をするものです。 

番号６８番は、○○○○が合計面積６，０５２㎡について利用権設

定をするものです。 

番号７３番は、○○○○が合計面積４，９５６㎡について利用権設

定をするものです。 

番号２７８番から２８０番、３８５番は、一般社団法人岐阜県農畜

産公社が農地中間管理機構として借り受けた農地を○○○○、○○○

○に転貸するものです。 

以上２１件について、ご審議をお願いします。」 

  

 「ただいまの説明について、何かご質問等はございませんか。」 

 

（質問、意見なし） 

 

「ご発言も無いようですので、 採決いたします。議案第１６号の内、

番号４６番から６０番、６８番、７３番、２７８番から２８０番及び

３８５番について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を



 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事務局長 

 

 

 

 

○議  長 

 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

 

○委  員 

 

お願いします。」 

 

（挙手、多数） 

 

「賛成が多数ですので、議案第１６号の内、番号４６番から６０番、

６８番、７３番、２７８番から２８０番及び３８５番については、原

案のとおり決定いたします。ここで、○○番委員、○○番委員及び○

○番委員の除斥を解きます。」 

 

（○○番委員、○○番委員及び○○番委員入室） 

 

続いて、議案第１６号の内、番号２６７番、２６８番から２７３番、

３１０番から３１３番を上程するが、議席番号○○番委員、○○番委

員及び○○番委員に関係する事項があるため、農業委員会等に関する

法律第３１条第１項の規定に基づく議事参与の制限により、当該議案

の審議終了まで退席を命じる。 

 

（○○番委員、○○番委員及び○○番委員退室） 

 

「それでは、事務局に説明を求めます。」 

 

 「番号２６７番、２６８番から２７３番、３１０番から３１３番は、

一般社団法人岐阜県農畜産公社が農地中間管理機構として借り受けた

農地を○○○○、○○○○、○○○○に転貸するものです。 

以上１１件について、ご審議をお願いします。」 

 

 「ただいまの説明について、何かご質問等はございませんか。」 

 

（質問、意見なし） 

 

「ご発言も無いようですので、 採決いたします。議案第１６号の内、

番号２６７番、２６８番から２７３番、３１０番から３１３番につい

て、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。」 

 

（挙手、多数） 
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○議  長 

 

「賛成が多数ですので、議案第１６号の内、番号２６７番、２６８

番から２７３番、３１０番から３１３番については、原案のとおり決

定いたします。ここで、○○番委員、○○番委員及び○○番委員の除

斥を解きます。」 

 

（○○番委員、○○番委員及び○○番委員入室）」 

 

続いて、議案第１６号の内、番号３１４番から３２３番、３６２番

から３７５番、３７６番から３７８番を上程するが、議席番号○○番

委員、○○番委員及び○○番委員に関係する事項があるため、農業委

員会等に関する法律第３１条第１項の規定に基づく議事参与の制限に

より、当該議案の審議終了まで退席を命じる。 

 

（○○番委員、○○番委員及び○○番委員退室） 

 

「それでは、事務局に説明を求めます。」 

 

 「番号３１４番から３２３番、３６２番から３７５番、３７６番か

ら３７８番については、一般社団法人岐阜県農畜産公社が農地中間管

理機構として借り受けた農地を○○○○、○○○○、○○○○に転貸

するものです。 

以上２７件についてご審議をお願いします。」 

 

 「ただいまの説明について、何かご質問等はございませんか。」 

 

（質問、意見なし） 

 

「ご発言も無いようですので、 採決いたします。議案第１６号の内、

番号３１４番から３２３番、３６２番から３７５番、３７６番から３

７８番について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお

願いします。」 

 

（挙手、多数） 

 

「賛成が多数ですので、議案第１６号の内、番号３１４番から３２

３番、３６２番から３７５番、３７６番から３７８番については、原
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案のとおり決定いたします。ここで、○○番委員、○○番委員及び○

○番委員の除斥を解きます。」 

 

（○○番委員、○○番委員及び○○番委員入室）」 

 

 続いて、議案第１６号の内、番号６１番から６７番、６９番から７

２番、７４番から２６６番、２７４番から２７７番、２８１番から３

０９番、３２４番から３６１番、３７９番から３８４番及び３８６番

から４１６番を上程し、事務局に説明を求める。 

 

 「番号６１番から６７番、６９番から７２番については、○○○○

が合計面積６，９６１㎡について、○○○○が合計面積６，８６４㎡

について、○○○○が合計面積４，８９３㎡について、○○○○が２，

２６４㎡について、それぞれ利用権設定するものです。 

番号７４番から２４６番については、一般社団法人岐阜県農畜産公

社が農地中間管理機構として、合計面積３０５，１２５．５㎡につい

て利用権設定するものです。 

番号２４７番から２６６番、２７４番から２７７番、２８１番から

３０９番、３２４番から３６１番、３７９番から３８４番及び３８６

番から４１６番については、一般社団法人岐阜県農畜産公社が農地中

間管理機構として借り受けた農地を○○○○、○○○○、○○○○、

○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○

○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○

○○、○○○○、○○○○へ転貸するものです。 

以上３１２件についてご審議をお願いします。」 

 

 「ただいまの説明について、何かご質問等はございませんか。」 

 

（質問、意見なし） 

 

「ご発言も無いようですので、 採決いたします。議案第１６号の内、

番号６１番から６７番、６９番から７２番、７４番から２６６番、２

７４番から２７７番、２８１番から３０９番、３２４番から３６１番、

３７９番から３８４番及び３８６番から４１６番について、原案のと

おり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。」 

 



 

○委  員 

 

○議  長 

 

 

 

 

 

 

（挙手、多数） 

 

「賛成が多数ですので、議案第１６号の内、番号６１番から６７番、

６９番から７２番、７４番から２６６番、２７４番から２７７番、２

８１番から３０９番、３２４番から３６１番、３７９番から３８４番

及び３８６番から４１６番については、原案のとおり決定いたしま

す。」 

 
 
 

 

第７ 報告第７号 農地法第３条の３の規定による届出報告について 

第８ 報告第８号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出報告につい 

         て 

第９ 報告第９号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出報告につい 

         て 

 

○議  長 

 

 

 

 

○局長補佐 

 

 

○議  長 

『報告第７号 農地法第３条の３の規定による届出報告について』、

『報告第８号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出

報告について』、『報告第９号 農地法第５条第１項第７号の規定によ

る農地転用届出報告について』を一括上程し、事務局に報告を求める。 

 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、会議時間の短縮を図るため、

説明は省略させていただきたい旨述べる。 

 

 本日の議事が全て終了した旨を述べ、会議の閉会を宣言する。 
 
 

 

 

 


